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は
じ
め
に

古
代
以
降
、
草
花
を
手
折
っ
て
飾
る
と
い
う
行
為
は
、
神
を
招
く
た
め
の
依

代
や
仏
へ
の
供
花
な
ど
の
よ
う
に
、
宗
教
性
を
帯
び
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ

の
宗
教
性
か
ら
の
離
脱
が
、
後
世
に
「
い
け
ば
な
」
へ
と
発
展
す
る
契
機
と
な

る
。
宗
教
性
を
喪
失
し
て
鑑
賞
が
主
目
的
と
な
っ
た
、
日
常
的
な
室
内
装
飾
で

あ
る
草
花
作
品
が
、
日
本
に
お
い
て
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
未
だ

明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
が
成
立
す
る
の
は
、
室
町
期
に
「
た
て
は
な
」
と
呼

ば
れ
る
草
花
作
品
が
成
立
し
た
時
点
で
あ
る
と
、
筆
者
は
史
料
か
ら
考
え
る
。

「
た
て
は
な
」
の
成
立
お
よ
び
発
展
過
程
に
関
す
る
代
表
的
な
先
行
研
究
に

は
、
西
堀
一
三
氏
、
湯
川
制
氏
、
大
井
ミ
ノ
ブ
氏
、
山
根
有
三
氏
、
村
井
康
彦

氏
、
小
林
善
帆
氏
ら
の
著
作
が
あ
る
。
特
に
文
献
史
料
に
基
づ
く
実
証
史
学
的

な
「
い
け
ば
な
史
」
研
究
は
、
大
井
ミ
ノ
ブ
氏
に
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

（
1
）

（
2
）

（
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）

（
4
）

（
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）

（
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）

（
7
）

氏
に
よ
る
関
係
文
献
史
料
の
渉
猟
は
比
類
が
無
く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
史
料
を
丹

念
に
読
み
解
い
た
氏
の
史
学
的
考
察
に
は
、
今
な
お
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま

た
、
大
井
氏
の
著
作
「
宮
廷
立
花
の
系
譜
と
池
坊
と
の
関
係
」
は
、
本
テ
ー
マ

と
密
接
に
関
連
す
る
後
土
御
門
天
皇
期
の
宮
中
に
お
け
る
草
花
作
品
に
つ
い
て

も
、『
言
国
卿
記
』
や
『
山
科
家
礼
記
』
か
ら
論
及
し
て
お
り
、
本
稿
の
主
要

な
先
行
研
究
で
も
あ
る
。
近
年
の
「
い
け
ば
な
」
研
究
で
は
、
花
道
思
想
を
考

察
し
た
井
上
治
氏
や
、
先
学
の
成
果
を
ま
と
め
た
鈴
木
栄
子
氏
の
著
作
が
見
ら

れ
る
に
留
ま
り
、
研
究
が
盛
ん
と
は
い
え
な
い
。

本
稿
は
、
宗
教
性
を
喪
失
し
て
鑑
賞
が
主
目
的
と
な
っ
た
、
日
常
的
な
室
内

装
飾
で
あ
る
「
た
て
は
な
」
の
成
立
過
程
を
検
証
す
る
一
環
と
し
て
、
武
家
文

化
の
影
響
を
受
け
天
皇
家
が
「
た
て
は
な
」
を
受
容
す
る
過
程
と
そ
の
実
態

を
、
導
入
時
期
や
背
景
、
作
品
の
様
相
も
勘
案
し
つ
つ
考
察
す
る
も
の
で
あ

る
。
天
皇
家
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
つ
ま
り
、
日
本
の
上
層
階
級
の
文
化
的
標

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

『
言
国
卿
記
』
に
み
る
、
宮
中
の
「
た
て
は
な
」
受
容
と
そ
の
実
態
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準
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
権
威
を
得
て
影
響
力
を
増
す
こ
と
を

暗
示
す
る
と
言
え
る
。

１
．
室
町
将
軍
家
の
七
夕
「
花
合
」
と
宮
中
の
七
夕
の
花

遊
戯
的
・
競
技
的
性
格
を
も
つ
「
花
合
」
は
平
安
期
以
降
の
公
家
社
会
で
み

ら
れ
た
が
、
室
町
前
期
に
は
三
代
将
軍
義
満
（
在
職
一
三
六
九
～
一
三
九
五
）

が
、「
花
合
」
に
度
々
参
加
し
た
こ
と
が
『
迎
陽
記
』
か
ら
う
か
が
え
る
。
義

満
が
参
加
し
た
も
の
に
は
、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
七
夕
に
行
わ
れ

る
「
花
合
」
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
井
ミ
ノ
ブ
氏
は
先
述
の

論
考
で
、
後
に
盛
ん
に
な
る
七
夕
「
花
合
」
が
武
家
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
こ

と
を
示
唆
し
た
。
確
か
に
、
義
満
の
記
事
以
前
に
は
、
七
夕
「
花
合
」
を
示
す

も
の
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
後
の
室
町
中
期
に
は
、
伏
見
宮
家
に
お
い
て
七
夕
花

会
が
毎
年
恒
例
で
催
さ
れ
た
こ
と
が
『
看
聞
日
記
』（
記
録
期
間
一
四
一
六
～

一
四
四
八
）
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、大
井
の
指
摘
は
当
を
得
た
も
の
と
言
え
る
。

後
に
足
利
将
軍
家
で
は
、
義
満
の
行
跡
を
先
例
と
し
て
七
夕
儀
礼
を
構
築
し

た
ら
し
く
、
重
臣
か
ら
室
町
将
軍
家
へ
草
花
を
献
上
す
る
こ
と
や
、
足
利
将
軍

家
か
ら
天
皇
家
へ
「
た
て
は
な
」
一
対
を
献
上
す
る
慣
例
が
、『
長
禄
二
年
以

来
申
次
記
』（
一
四
五
八
年
成
立
）
な
ど
の
武
家
故
実
書
に
み
ら
れ
る
。
故
実

書
は
唐
物
花
器
の
使
用
に
つ
い
て
言
及
せ
ず
、
ま
た
「
花
合
」
と
も
呼
ん
で
い

な
い
。
唐
物
や
花
の
良
し
悪
し
を
比
べ
た
形
跡
も
う
か
が
え
な
い
の
で
、
そ
の

（
13
）

（
14
）

実
態
は
「
合
わ
せ
も
の
」
で
は
な
い
。
幕
府
に
よ
っ
て
、
合
わ
せ
も
の
の
持
つ

遊
戯
性
や
競
技
性
が
排
さ
れ
、
儀
式
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
へ
と
洗
練
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

一
方
宮
中
で
も
、
義
満
存
命
期
に
七
夕
「
花
合
」
が
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
記
事
が
あ
る
。
義
満
没
四
年
後
に
、
す
で
に
「
例
年
の
如
く
」

行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

�　

於
禁
裏
御
花
合
如
例
年
（『
山
科
家
礼
記
』
応
永
十
九
年
〔
一
四
一
二
〕

七
月
七
日
条
）

こ
れ
が
、
宮
中
に
お
け
る
七
夕
「
花
合
」
の
初
出
で
あ
る
と
と
も
に
、
宮
中

に
お
け
る
花
「
た
て
は
な
」
の
初
出
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
七
夕
の

献
上
花
が
契
機
と
な
っ
て
、
宮
中
に
「
た
て
は
な
」
が
定
着
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
七
夕
「
花
合
」
の
花
は
、
こ
の
祭
礼
特
有
の
道
具
と
し
て
、
一
年
に
一
度

献
上
さ
れ
る
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
史
料
に
お
い
て
、
宮
中
で
は
七

夕
「
花
合
」
以
外
の
室
内
に
飾
ら
れ
る
草
花
作
品
の
記
事
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
、
日
常
的
に
見
ら
れ
る
室
内
装
飾
と
し
て
の
「
た
て
は
な
」
は
未
成
立
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

２
．
室
町
殿
内
の
仮
御
所
に
お
け
る
「
た
て
は
な
」

文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
か
ら
記
述
の
始
ま
る
『
言
国
卿
記
』
で
、
天
皇
家

の
「
た
て
は
な
」
に
関
す
る
記
事
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
七
夕
の
も
の
で
あ
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る
。
次
の
条
は
、
応
仁
の
乱
か
ら
逃
れ
て
仮
寓
し
た
室
町
殿
内
仮
皇
居
の
天
皇

家
へ
、
恒
例
の
七
夕
の
花
が
将
軍
家
か
ら
贈
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
。
同
じ
敷
地

内
に
同
居
す
る
将
軍
か
ら
の
贈
品
で
あ
る
。

　

一
、�
今
朝
、
伝
奏
ヲ
御
使
ニ
テ
、
室
町
殿
ヨ
リ
毎
年
ハ
ナ
二
ヘ
イ
禁
裏
へ

御
進
上
也
、
民
部
卿
・
予
、
此
花
ヲ
持
参
、
軈
而
御
返
事
在
之
、

　

一
、�

雖
斟
酌
ト
、
於
御
前
、
予
ニ
盆
キ
ヲ
タ
テ
サ
せ
ラ
ル
也
、
三
ヘ
イ
ナ

リ
、（
文
明
六
年
〔
一
四
七
四
〕
七
月
七
日
条
）

御
所
に
到
着
し
た
将
軍
の
「
た
て
は
な
」
を
、
民
部
卿
（
白
川
忠
富
王
）
と

言
国
が
運
ん
で
天
皇
に
披
露
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
た
て
は
な
」
を
見
た

天
皇
か
ら
言
国
に
、「
御
前
で
花
を
活
け
よ
」
と
い
う
勅
命
が
下
っ
た
。
言
国

は
畏
れ
多
い
と
躊
躇
し
つ
つ
も
、
御
前
で
「
盆
キ
ヲ
タ
テ
」
た
と
記
す
。「
盆
」

（
盤
の
事
と
推
測
す
る
。）
を
花
器
と
し
て
木
を
「
心
」（
花
を
い
け
る
上
で
、

中
心
と
な
る
枝
）
に
し
た
「
た
て
は
な
」
を
立
て
た
の
か
、「
盆
器
」
に
「
た

て
は
な
」
を
立
て
た
の
か
解
釈
し
か
ね
る
が
、「
盆
」
を
花
器
と
し
た
「
た
て

は
な
」
三
瓶
を
活
け
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。「
盆
」
を
花
器
と
し
て
活
け
る

「
た
て
は
な
」
と
は
、
後
に
「
砂
の
物
」
と
呼
ば
れ
る
立
花
の
一
様
式
に
近
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
少
な
く
と
も
室
町
殿
に
寓
居
す
る
こ
の

頃
に
は
、
既
に
天
皇
は
「
た
て
は
な
」
を
身
近
に
置
く
と
と
も
に
、
言
国
の
持

つ
「
た
て
は
な
」
を
活
け
る
技
術
を
認
知
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
次
の
記

事
で
も
、
言
国
が
天
皇
の
御
前
で
「
た
て
は
な
」
を
活
け
て
い
る
。

　

一
、�

予
ニ
、
御
前
ニ
テ
、
華
ヲ
タ
テ
サ
せ
ラ
ル
ヽ
也
、（
文
明
六
年
七
月

廿
一
日
条
）

前
の
記
事
で
み
た
「
た
て
は
な
」
は
、
七
夕
の
祭
礼
用
具
と
し
て
の
特
殊
な

も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
記
事
の
も
の
は
日
常
的
な
装
飾
と
し
て
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、『
言
国
卿
記
』
に
お
け
る
宮
中
の
日
常
的
装
飾
と
し
て
の

「
た
て
は
な
」
の
初
出
で
あ
る
。

天
皇
の
仮
寓
し
た
室
町
殿
は
、「
花
の
御
所
」
の
別
名
ど
お
り
花
が
豊
富
で

あ
っ
た
よ
う
で
、
言
国
が
室
町
殿
の
花
壇
か
ら
「
藤
袴
」
を
手
折
っ
て
「
た
て

は
な
」
を
活
け
て
い
る
。
勾
当
局
が
言
国
に
、「
た
て
は
な
」
を
活
け
る
よ
う

要
望
し
た
の
で
、
藤
袴
の
「
た
て
は
な
」
と
と
も
に
藤
袴
に
ち
な
ん
だ
恋
歌
を

送
っ
た
の
で
あ
る
。
夜
に
な
り
、
勾
当
局
か
ら
同
じ
く
藤
袴
に
ち
な
む
返
歌
が

届
け
ら
れ
た
。「
た
て
は
な
」
を
活
け
る
技
術
を
持
つ
、
言
国
な
ら
で
は
の
逸

話
で
あ
る
。

　

一
、�

勾
当
局
ナ
ニ
ヽ
テ
モ
、
予
ニ
花
ヲ
タ
テ
ヽ
ト
被
申
間
、
室
町
殿
ノ
花

タ
ン
ニ
、
藤
ハ
カ
マ
ノ
ア
ル
ヲ
手
折
、
是
ヲ
予
タ
ツ
ル
也
、
彼
藤
袴

ニ
カ
ク
ノ
コ
ト
ク
ヨ
ミ
テ
ツ
ケ
了
、

　
　
　

�　

君
こ
ゝ
尓
キ
テ
シ
ナ
カ
メ
ヨ
藤
は
か
ま　

ふ
か
き
匂
ひ
と
し
る
人

に
し
て
、

　
　
　

�

夜
ニ
入
返
事
在
之
、

　
　
　

�　

藤
ハ
か
ま
ふ
か
き
尓
ほ
ひ
と
し
る
人
尓
、
お
も
ハ
す
と
て
も
よ
そ

に
や
ハ
見
ん
、（
文
明
六
年
八
月
六
日
条
）

次
の
記
事
で
は
、
勅
命
に
よ
り
言
国
が
、
仮
御
所
内
で
立
阿
弥
に
牡
丹
の
花
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義
政
時
代
の
室
町
殿
に
は
す
で
に
書
院
造
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
会
所
に
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
寝
殿
に
も
押
板
（
床
）
や
棚
、
付
書
院
な
ど
の
書
院
造
諸

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
義
政
将
軍
邸
を
仮
御
所
と
し
た
後

土
御
門
天
皇
は
、
そ
こ
に
飾
ら
れ
た
「
た
て
は
な
」
に
接
し
て
馴
れ
親
し
み
、

や
が
て
自
ら
命
じ
て
「
た
て
は
な
」
を
飾
ら
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日

常
的
な
室
内
装
飾
と
し
て
の
「
た
て
は
な
」
が
天
皇
家
に
出
現
し
た
の
が
、
こ

の
避
難
時
期
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。『
言
国
卿
記
』
の
記
述
か

ら
、「
た
て
は
な
」
が
仮
御
所
内
の
ど
こ
に
飾
ら
れ
た
か
も
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
「
た
て
は
な
」
の
用
途
に
つ
い
て
も
、
前
後
の
記
述
か
ら
推
測
で
き

る
も
の
が
あ
る
。
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
十
二
月
七
日
に
内
裏
へ
の
還

御
が
成
る
そ
れ
以
前
に
、
仮
御
所
内
で
「
た
て
は
な
」
が
飾
ら
れ
た
場
所
は
、

「
持
仏
堂
」
と
「
御
書
院
」
で
あ
る
。

ａ　

持
仏
堂
の
花

文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
十
二
月
七
日
の
還
御
以
前
で
は
、
持
仏
堂
に

「
た
て
は
な
」
を
活
け
る
記
事
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

　

一
、�

御
持
仏
堂
ハ
ナ
二
ヘ
イ
予
ニ
タ
テ
サ
せ
ラ
ル
ヽ
也
、（
文
明
十
年

〔
一
四
七
八
〕
一
月
九
日
条
）

天
皇
の
命
に
よ
り
、
言
国
が
持
仏
堂
に
花
二
瓶
を
活
け
て
い
る
。
持
仏
堂
と

は
、
大
邸
宅
内
な
ど
で
設
け
ら
れ
る
念
持
仏
を
安
置
す
る
た
め
の
堂
で
、
一
般

の
家
の
、
仏
像
や
位
牌
を
安
置
す
る
仏
間
に
当
た
る
。
室
町
時
代
の
代
表
的
な

遺
構
に
、
慈
照
寺
（
銀
閣
寺
）
内
の
東
求
堂
（
国
宝
）
が
あ
る
。
古
代
か
ら
仏

（
15
）

を
活
け
さ
せ
て
い
る
。

�　

□
承
リ
ニ
テ
リ
ウ
阿
弥
ニ
花
ヲ
タ
テ
サ
せ
ラ
ル
、
ホ
タ
ン
ナ
リ
、（
文
明

八
年
〔
一
四
七
六
〕
三
月
二
十
五
日
条
）

「
リ
ウ
阿
弥
」（
立
阿
弥
）
は
足
利
将
軍
家
の
同
朋
衆
で
、
特
に
「
た
て
は

な
」
を
担
当
し
た
人
物
で
あ
る
。
立
阿
弥
と
号
す
る
同
朋
衆
は
複
数
い
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
皆
、
花
の
技
能
に
秀
で
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

先
述
の
『
長
禄
二
年
以
来
申
次
記
』
に
、
幕
府
か
ら
禁
裏
へ
献
上
す
る
七
夕
の

「
た
て
は
な
」
は
、「
代
々
立
阿
弥
立
申
也
」
の
記
述
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
立
阿
弥
の
「
立
」
は
「
立
て
花
」
の
「
立
」
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
言
国
卿
記
』
の
記
事
内
で
は
、
宮
中
に
お
い
て
「
た
て
は
な
」
を
活
け
る

堂
上
は
、
言
国
し
か
見
ら
れ
な
い
。
勧
修
寺
大
納
言
（
教
秀
）
が
、
言
国
を
通

じ
て
天
皇
へ
献
上
し
た
草
花
も
、
天
皇
は
そ
れ
を
言
国
に
活
け
さ
せ
て
い
る
。

　

一
、�

勧
修
寺
大
納
言
以
予
草
花
進
上
也
、
軈
而
予
ニ
タ
テ
サ
せ
ラ
レ
了
、

（
文
明
八
年
八
月
廿
四
日
条
）

後
土
御
門
天
皇
の
在
位
中
に
応
永
度
内
裏
が
焼
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
、
康
正

二
年
（
一
四
五
六
）
に
康
正
度
内
裏
が
新
築
さ
れ
た
。
後
の
応
仁
の
乱
中
に

は
、
天
皇
及
び
上
皇
は
共
に
避
難
し
て
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
一
月
十
八

日
か
ら
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
十
一
月
十
三
日
ま
で
の
十
年
間
の
長
き
に
わ

た
り
、
八
代
将
軍
義
政
邸
で
あ
る
室
町
殿
に
暮
ら
し
た
。
応
仁
の
乱
に
よ
り
荒

廃
し
た
康
正
度
内
裏
は
改
修
さ
れ
、
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
に
落
成
し
、

還
御
が
成
っ
た
。
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教
を
信
仰
す
る
天
皇
家
に
お
い
て
も
、
仏
間
や
仏
殿
を
設
け
る
伝
統
が
成
立
し

て
お
り
、
中
世
及
び
近
世
の
皇
室
で
は
、
内
裏
内
に
黒
戸
御
殿
（
黒
戸
）
と
呼

ば
れ
る
仏
殿
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
室
町
殿
で
の
仮
寓
中
は
、
室
町
殿
内
の
何

れ
か
の
殿
舎
を
仮
の
仏
殿
と
し
持
仏
堂
と
呼
ん
だ
か
、
あ
る
い
は
将
軍
家
の
持

仏
堂
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
持
仏
堂
に
花
を
い
け
た
記
事
が
十
四
件
見
ら
れ
る
。
持
仏
堂
の
「
た
て

は
な
」
は
、
基
本
的
に
は
念
持
仏
に
捧
げ
ら
れ
た
供
花
で
あ
ろ
う
。
二
瓶
一
対

と
い
う
の
も
、
仏
花
（
供
花
）
ら
し
さ
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
注
目
す

べ
き
は
、
こ
の
う
ち
の
八
回
が
、
持
仏
堂
で
雅
楽
会
が
催
さ
れ
る
の
に
先
立
っ

て
活
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
持
仏
堂
で
奏
さ
れ
る
雅
楽
は
、
仏
に
奉
る

の
を
目
的
と
す
る
法
楽
で
あ
ろ
う
。
法
楽
と
は
経
を
読
誦
し
た
り
、
或
い
は
楽

を
奏
し
た
り
舞
を
演
じ
る
な
ど
し
て
神
仏
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
で
、
和
歌
や
連

歌
、
能
な
ど
様
々
な
芸
能
が
奉
納
さ
れ
た
。
そ
の
法
楽
が
、
内
裏
に
お
い
て
も

催
さ
れ
た
。

文
明
十
年
正
月
廿
四
日
に
も
法
楽
が
催
さ
れ
て
い
る
。
言
国
は
禁
裏
小
番
の

当
番
日
で
内
裏
へ
出
仕
し
、
朝
、
勅
命
に
よ
り
持
仏
堂
へ
花
を
活
け
、
ま
た
、

法
楽
開
催
の
段
取
り
も
言
国
が
担
当
し
て
い
る
。

　

天
晴
、
残
楽
三
反
、

　

一
、�

今
日
モ
当
番
也
、
朝
御
持
仏
堂
花
ヲ
予
タ
テ
サ
せ
ラ
ル
ヽ
也
、
御
楽

之
ア
ル
ヘ
キ
樣
共
予
沙
汰
也
、（
以
下
傍
線
筆
者
）

仏
へ
の
重
要
な
供
物
で
あ
る
仏
花
が
、
皇
室
の
仏
殿
に
お
い
て
も
古
く
か
ら

（
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飾
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
但
し
、
仏
教
伝
来
当

初
か
ら
、
寺
院
で
は
仏
花
に
造
花
を
用
い
る
伝
統
が
あ
り
、
天
皇
家
で
も
造
花

が
併
用
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
私
見
で
は
、『
言
国
卿
記
』
以
前
の
諸
記
録

に
仏
花
に
つ
い
て
の
詳
述
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。「
た
て
は
な
」
様
式
に
よ
る

仏
花
が
出
現
す
る
ま
で
、
古
代
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
天
皇
家
の
仏
花
は
、
変

わ
り
映
え
の
無
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

自
身
の
「
た
て
は
な
」
技
術
が
天
皇
に
認
め
ら
れ
た
言
国
は
、
仏
殿
の
花
に

も
技
巧
を
凝
ら
し
、
自
身
の
作
品
と
し
て
仕
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
前

の
仏
花
と
は
一
線
を
画
し
、
異
彩
を
放
つ
「
た
て
は
な
」
様
式
の
皇
室
仏
花
が

出
現
し
た
で
あ
ろ
う
。

ｂ　

御
書
院
の
花

天
皇
の
居
住
空
間
内
の
「
御
書
院
」
に
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
付
書
院
が
設

け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
言
国
の
「
た
て
は
な
」
が
飾
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
書
院
の
「
た
て
は
な
」
は
、『
言
国
卿
記
』
に
お
い
て
三
件
（
文

明
十
年
〔
一
四
七
八
〕
八
月
三
日
条
と
同
年
八
月
九
日
条
、
同
年
八
月
十
二
日

条
）
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
八
月
三
日
条
で
は
、
書
院
へ
一
瓶
、
持

仏
堂
へ
三
瓶
の
「
た
て
は
な
」
を
言
国
が
活
け
て
い
る
。

　

一
、�

御
シ
ヨ
エ
ン
ノ
ハ
ナ
・
御
持
仏
堂
ハ
ナ
三
ヘ
イ
タ
テ
サ
せ
ラ
レ
了
、

（
中
略
）

　

一
、�
十
度
ノ
ミ
ノ
御
人
数
、
宮
御
方
・
上
臈
局
・
太
典
侍
・
権
典
侍
・
新

太
典
侍
・
東
御
方
・
勾
当
内
侍
・
御
今
参
・
源
大
納
言
・
滋
野
井
前
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宰
相
中
将
云
〃
御
所
樣
御
ラ
ン
ア
リ
、

　

一
、�

昼
宮
御
方
予
御
楽
申
也
、
双
調
春
庭
楽
・
賀
殿
急
・
胡
飲
酒
破
・
武

徳
楽
等
也
、（
文
明
十
年
八
月
三
日
条
）

こ
の
日
行
わ
れ
た
「
十
度
ノ
ミ
」（
飲
む
酒
量
を
競
う
余
興
）
と
楽
（
雅
楽

演
奏
）
の
二
つ
の
行
事
は
、「
御
書
院
」
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

皇
太
子
勝
仁
親
王
（
宮
御
方
）
が
参
加
す
る
こ
の
「
十
度
ノ
ミ
」
を
、
天
皇
が

観
覧
し
て
い
る
。
ま
た
、
皇
太
子
が
加
わ
る
雅
楽
演
奏
に
言
国
も
参
加
し
て
い

た
。
将
軍
邸
内
と
は
い
え
、
上
皇
も
含
む
天
皇
家
の
人
々
が
同
居
す
る
に
は
、

仮
寓
は
手
狭
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
私
的
空
間
が
別
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
公
的
な
行
事
や
儀
式
、
催
し
な
ど
を
行
い
得
る
広
間
が
、
幾
つ

も
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
格
式
を
示
す
付
書
院
が
備
え
付
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
御
書
院
」
と
呼
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
部
屋
が
、
空
間

の
広
さ
と
格
式
を
併
せ
持
っ
て
い
た
の
で
、
公
的
な
行
事
や
儀
式
、
催
し
の
会

場
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
雅
楽
演
奏
会
や
宴
会
な
ど
も
、
そ

こ
で
催
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
仮
寓
期
に
お
い
て
、
言
国
が
「
御
書
院
」
に
「
た
て
は
な
」
を
活
け
た

後
に
、
雅
楽
演
奏
の
催
さ
れ
る
記
事
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
御
書

院
」
を
演
奏
会
場
と
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に
演
奏
会
の
た
め
の
「
た
て
は

な
」
が
し
ば
し
ば
用
意
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
後
土
御
門
天
皇
が
、
応
仁
の
乱
で
の
避
難
先

と
な
っ
た
室
町
殿
な
ど
に
お
い
て
、
書
院
造
の
押
板
や
棚
あ
る
い
は
付
書
院

な
ど
に
飾
ら
れ
た
「
た
て
は
な
」
に
馴
れ
親
し
み
、「
た
て
は
な
」
を
好
む
に

至
っ
た
こ
と
が
、
宮
中
が
「
た
て
は
な
」
を
受
容
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３
．
康
正
度
内
裏
へ
の
還
御
後
の
「
た
て
は
な
」　

応
仁
の
乱
終
結
を
受
け
て
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
十
二
月
七
日
に
、
後

土
御
門
天
皇
は
仮
寓
先
か
ら
内
裏
へ
還
御
す
る
。
還
御
後
の
『
言
国
卿
記
』
の

記
事
に
は
、
仮
寓
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
小
御
所
・
御
学
問
所
・
議
定
所
と
い

う
内
裏
独
特
の
殿
舎
名
が
現
れ
、
そ
こ
に
「
た
て
は
な
」
の
飾
ら
れ
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
る
。

ａ　

小
御
所
の
「
た
て
は
な
」

小
御
所
は
、
紫
宸
殿
や
清
涼
殿
な
ど
の
正
殿
に
対
し
て
、
内
々
の
空
間
と
し

て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
十
四
件
検
出
さ
れ
た
小
御
所
の
「
た
て
は
な
」

の
記
事
の
な
か
に
は
、
小
御
所
「
御
床
之
間
」（
あ
る
い
は
「
御
床
間
」）
へ
活

け
ら
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
小
御
所
と
は
記
さ
れ
ず
、「
御

床
之
間
」
に
活
け
ら
れ
た
と
の
み
記
す
記
事
も
あ
る
。
他
の
部
屋
あ
る
い
は
殿

舎
に
、「
御
床
之
間
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、

「
御
床
之
間
」
と
だ
け
記
す
記
事
も
、
小
御
所
「
御
床
之
間
」
を
指
す
と
思
わ

れ
る
。

�　

連
歌
半
ニ
小
御
所
御
床
之
間
花
予
被
立
畢
、（
明
応
四
年
〔
一
四
九
五
〕

（
17
）
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ｂ　

小
御
所
の
押
板

押
板
は
、
床
（
床
の
間
）
の
起
源
と
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
一
枚
の

厚
い
板
を
畳
か
ら
二
〇
～
三
〇
セ
ン
チ
あ
げ
て
固
定
し
、
そ
の
後
ろ
の
壁
に
掛

軸
な
ど
を
掛
け
る
よ
う
に
し
た
施
設
で
あ
る
。
押
板
が
発
生
し
た
の
は
、
十
四

世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
初
頭
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
実
際
十
五
世
紀
に
な
る

と
、
足
利
将
軍
邸
や
武
家
の
邸
宅
、
僧
侶
の
住
房
な
ど
に
多
く
の
事
例
が
見
出

さ
れ
る
。
小
御
所
に
「
押
板
」
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記

述
が
あ
る
。　

　

一
、�

今
日
条
〃
残
役
沙
汰
、
殊
御
学
問
文
花
二
ヘ
イ
、
小
御
所
之
花
以
下

予
ニ
被
立
之
畢
、
方
〃
ヨ
リ
花
共
参
畢
、

　

一
、�

今
日
七
夕
御
会
之
御
題
、
予
ニ
御
前
ニ
テ
廻
文
被
書
被
相
触
畢
、
内

〃
近
臣
輩
計
之
間
、
以
折
紙
触
了
、
色
〃
事
共
沙
汰
、
四
過
時
分
退

出
畢
、
予
花
可
立
進
上
候
、
花
ヒ
ン
不
所
持
之
間
、
御
所
ニ
テ
申

出
、
持
退
出
了
、

　

一
、�

七
夕
七
葉
手
向
沙
汰
畢
、
其
後
禁
裏
御
花
ヒ
ン
ニ
花
ヲ
予
立
之
進
上

了
、
草
花
如
恒
例
地
下
上
也
、

　
（
中
略
）

　

一
、�

先
議
定
所
へ
□
由
被
仰
下
間
参
、
御
楽
事
被
仰
下
、
次
花
一
ヘ
イ
被

立
之
了
、
御
楽
ア
ル
ヘ
キ
小
御
所
北
方
ノ
御
座
シ
キ
、

　

一
、�
武
家
ヨ
リ
参
花
二
ヘ
イ
、
其
所
〃
ヨ
リ
花
オ
シ
坂
予
被
直
之
了
、
七

ヘ
イ
也
、（
明
応
七
年
〔
一
四
九
八
〕
七
月
七
日
条
）

（
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（
マ
マ
・
筆
者
註
）

四
月
十
二
日
条
）

　

一
、�

御
床
間
花
、
予
ニ
被
立
之
畢
、（
明
応
四
年
七
月
十
九
日
条
）

　

一
、�
小
御
所
御
床
間
之
花
、
予
ニ
被
立
了
、（
明
応
四
年
十
月
九
日
条
）　

小
御
所
の
「
た
て
は
な
」
は
、「
床
の
間
」
に
飾
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
。
小
御
所
内
の
北
側
に
、「
床
の
間
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
記
事
も
あ
る
。
そ
の
記
事
で
は
、「
御
床
間
」
で
伊
勢
物
語
に
つ

い
て
論
じ
合
う
こ
と
を
、
言
国
が
天
皇
に
申
し
入
れ
て
い
る
。

　

一
、�

昼
過
時
分
ヨ
リ
小
御
所
北
之
御
座
式
御
床
間
、
伊
勢
物
語
御
談
議
申

入
之
、（
明
応
七
年
〔
一
四
九
八
〕
四
月
十
六
日
条
）

言
国
が
天
皇
に
申
し
入
れ
た
場
所
を
、「
御
床
間
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
御
床
間
」
が
部
屋
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
小
御
所
「
御
床
之
間
」

で
、
公
家
ら
に
酒
を
ふ
る
ま
っ
た
記
事
も
あ
る
。

　

一
、�

御
楽
後
、
小
御
所
御
床
之
間
ニ
テ
、
堂
上
輩
御
器
物
ニ
テ
御
酒
被

下
、
地
下
以
前
打
板
帰
参
、
御
樽
被
出
、
御
酒
被
下
畢
、（
明
応
二

年
〔
一
四
九
二
〕
九
月
廿
二
日
）

こ
れ
ら
の
記
事
の
表
現
か
ら
、『
言
国
卿
記
』
の
「
御
床
間
」
は
、「
上
段
の

間
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
御
床
間
」
は
、
現
在
の
伝
統
的
和
風
住
宅

に
設
け
ら
れ
る
「
床
の
間
」
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
上
段
の
間
」
の
こ
と

で
、
襖
な
ど
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
並
び
連
な
る
座
敷
の
最
奥
に
、
框
の
分
だ

け
一
段
高
く
作
ら
れ
た
部
屋
で
あ
る
。　
（
18
）
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こ
の
年
の
七
夕
に
も
、「
方
々
」
よ
り
内
裏
へ
「
花
」
が
献
上
さ
れ
て
い
る
。

言
国
が
、
そ
の
「
花
」
を
用
い
て
御
学
問
所
二
瓶
と
小
御
所
一
瓶
の
「
た
て
は

な
」
を
活
け
て
い
る
。
ま
た
、
言
国
自
身
で
も
、
別
に
「
た
て
は
な
」
を
進
上

し
よ
う
と
し
た
が
、
花
瓶
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
内
裏
へ
申
し

出
て
、
内
裏
か
ら
花
瓶
を
借
り
受
け
一
旦
退
出
し
、
自
宅
で
活
け
て
禁
裏
に
進

上
し
て
い
る
。

室
町
時
代
の
宮
廷
社
会
で
は
、
七
夕
行
事
の
一
つ
と
し
て
、
雅
楽
演
奏
会
が

恒
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
内
裏
で
は
小
御
所
内
の
北
側
の
座
敷
を
会
場
に
催
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
北
側
の
座
敷
は
、
先
に
見
た
「
床
の
間
」
と
呼
ば
れ
た
部
屋

で
あ
る
。
こ
の
部
屋
の
「
押
板
」
の
上
に
、
武
家
（
室
町
殿
）
よ
り
献
上
さ
れ

た
「
た
て
は
な
」
二
瓶
と
、
そ
の
他
か
ら
献
上
さ
れ
た
「
た
て
は
な
」
七
瓶
が

飾
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
と
と
も
に
押
板
も
言
国
が
直
し
て
い
る
。
こ
の
条
か

ら
、
押
板
が
小
御
所
の
北
側
の
座
敷
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
判
明
す
る
。

先
の
条
で
見
た
小
御
所
の
「
御
床
間
」
に
「
押
板
」
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

４
．
行
事
の
「
た
て
は
な
」

次
の
記
事
は
、
御
学
問
所
と
共
に
別
の
一
箇
所
へ
「
た
て
は
な
」
を
活
け
た

記
事
で
あ
る
。

長
門
守
（
大
沢
久
守
・
山
科
家
雑
掌
）
が
、
翌
日
開
催
さ
れ
る
内
裏
の
歌
会

あ
る
い
は
連
歌
会
の
た
め
の
「
た
て
は
な
」
を
活
け
る
よ
う
、
内
裏
か
ら
命
じ

ら
れ
た
。
し
か
し
、
久
守
が
病
気
を
理
由
に
不
参
を
申
し
出
た
た
め
、
そ
の
替

わ
り
と
し
て
言
国
が
活
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
急
な
代
役
の
た
め
か
、
言

国
は
「
心
」（
役
枝
で
中
心
と
な
る
も
の
）
と
な
る
「
木
物
」
が
準
備
で
き
な

か
っ
た
よ
う
で
、「
草
花
」
ば
か
り
を
活
け
た
と
記
す
。
会
場
の
他
に
、
御
学

問
所
へ
も
二
瓶
の
「
た
て
は
な
」
を
活
け
た
と
付
け
加
え
て
い
る
。

　

一
、�

今
日
早
〃
可
退
出
之
処
、
明
日
御
会
・
御
立
花
ニ
長
門
守
歓
楽
由

申
、
可
不
参
之
趣
申
入
之
間
、
予
可
立
之
由
被
仰
下
条
、
草
花
計
立

之
、
御
学
問
所
モ
同
二
ヘ
イ
立
之
畢
、
其
後
退
出
畢
、（
明
応
二
年

〔
一
四
九
三
〕
七
月
廿
四
日
条
）

会
場
と
な
っ
た
殿
舎
名
は
見
え
な
い
が
、
恐
ら
く
小
御
所
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
接
客
の
役
割
を
担
う
広
間
で
あ
る
小
御
所
は
、
歌
会
な
ど
の
会
場
と
し
て

ふ
さ
わ
し
い
殿
舎
で
あ
っ
た
。

次
の
条
で
は
、
翌
日
に
行
わ
れ
る
「
御
灌
頂
之
儀
」（
こ
こ
で
は
、
天
皇
が

雅
楽
の
秘
儀
の
伝
授
を
受
け
る
儀
式
）
と
、
三
日
後
に
行
わ
れ
る
連
歌
会
の
た

め
の
「
た
て
は
な
」
を
、
言
国
が
活
け
て
い
る
。
ま
た
言
国
は
、
当
日
催
さ
れ

る
雅
楽
会
の
会
場
と
な
る
小
御
所
の
掃
除
を
す
る
と
と
も
に
、
天
皇
の
座
を
は

じ
め
参
加
者
の
座
を
敷
き
直
し
て
も
い
る
。
そ
の
後
二
時
過
ぎ
に
雅
楽
会
が
始

ま
り
、
天
皇
が
出
座
し
た
。

　

一
、�
今
日
早
〃
御
楽
ア
ル
ヘ
キ
所
、
御
サ
ウ
チ
御
座
以
下
敷
直
也
、

　

一
、�

廿
五
日
御
連
歌
、
就
御
灌
頂
之
儀
明
日
在
之
間
、
其
花
予
ニ
被
立

（
20
）
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之
、
其
後
被
退
出
畢
、（
中
略
）

　

一
、�

御
楽
ニ
昼
過
時
分
参　

内
、
供
長
門
守
・
彦
三
郎
衛
門
尉
、
小
者
・

雜
色
等
也
、
即
女
主
召
、
堂
上
・
地
下
御
円
座
敷
也
、
剋
限
以
前
御

楽
衆
方
〃
へ
人
遣
了

　

一
、�

御
楽
八
過
時
分
ハ
シ
マ
ル
也
、
小
御
所
ニ
テ
在
之
、
出
御
ア
リ
、

（
以
下
略
）（
明
応
二
年
九
月
廿
二
日
条
）

こ
の
よ
う
な
、
小
御
所
の
「
た
て
は
な
」
に
関
連
し
た
記
事
を
検
証
す
る

と
、「
た
て
は
な
」
が
特
定
の
行
事
の
た
め
に
用
意
さ
れ
る
例
が
多
数
見
ら
れ

た
。
次
の
条
も
そ
の
一
例
で
、
連
歌
会
が
催
さ
れ
て
い
る
そ
の
半
ば
に
、
言
国

が
「
た
て
は
な
」
を
活
け
て
い
る
。
連
歌
会
場
に
飾
る
「
た
て
は
な
」
の
あ
っ

た
こ
と
は
、『
仙
伝
抄
』
な
ど
の
花
伝
書
に
「
連
歌
の
花
」
の
項
が
あ
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
る
。�

�　

連
歌
半
ニ
小
御
所
御
床
之
間
花
□
被
立
畢
、（
明
応
四
年
〔
一
四
九
五
〕

四
月
十
二
日
条
）

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
後
土
御
門
天
皇
期
の
内
裏
で
は
、
単
な
る
室
内
装
飾

と
し
て
だ
け
で
な
く
、
日
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
連
歌
会
や
雅
楽
会
な
ど
の

様
々
な
催
し
や
儀
式
の
室
礼
と
し
て
も
、「
た
て
は
な
」
を
飾
る
慣
習
の
成
立

し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
３
と
４
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、
宮
中
に
「
た
て
は
な
」
が
受
容
さ

れ
た
第
二
の
理
由
と
し
て
、
康
正
度
内
裏
に
設
け
ら
れ
た
床
や
棚
な
ど
へ
置
き

飾
る
装
飾
物
と
し
て
、「
た
て
は
な
」
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
た
い
。
御
土�

（
21
）

御
門
天
皇
が
仮
寓
か
ら
還
御
し
た
康
正
度
内
裏
は
、
室
町
幕
府
主
導
で
建
設
及

び
修
築
が
な
さ
れ
た
も
の
で
、初
め
て
書
院
造
が
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

５
．
宮
中
に
お
け
る
「
た
て
は
な
」
の
形

宮
中
が
「
た
て
は
な
」
を
受
容
し
た
理
由
や
背
景
、
時
期
に
つ
い
て
推
察
し

て
き
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。　

言
国
は
宮
中
の
「
た
て
は
な
」
に
関
し
て
、
ど
こ
へ
何
瓶
活
け
た
か
を
記
す

の
み
で
花
材
や
「
役
枝
」（
各
々
役
割
を
担
っ
て
花
型
を
構
成
す
る
草
花
や
枝
）

な
ど
の
情
報
を
記
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
図
画
も
載
せ
な
い
の
で
、
そ
の
具

体
的
な
様
相
は
『
言
国
卿
記
』
か
ら
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
実
態

を
探
る
手
掛
か
り
を
、
ほ
か
の
文
献
史
料
や
絵
画
資
料
に
求
め
て
み
た
い
。

ａ　
『
山
科
家
礼
記
』
に
み
え
る
宮
中
の
「
た
て
は
な
」　

先
述
の
『
山
科
家
礼
記
』
が
手
掛
か
り
の
一
つ
と
な
る
。
先
学
た
ち
が
、
室

町
期
の
「
た
て
は
な
」
を
語
る
な
か
で
必
ず
取
り
上
げ
て
き
た
こ
の
日
記
に
、

著
者
で
あ
る
大
沢
久
守
が
、
言
国
の
跡
を
受
け
て
宮
中
に
活
け
た
「
た
て
は

な
」
の
花
材
や
「
役
枝
」
に
よ
る
簡
単
な
構
成
を
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
記
が
記
事
を
欠
く
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
か
ら
文
明
十
七
年
（
一
四
八

五
）
の
間
は
不
明
だ
が
、
そ
れ
以
前
は
、『
言
国
卿
記
』
が
示
す
よ
う
に
言
国

が
宮
中
の
「
た
て
は
な
」
を
担
当
し
て
い
た
。
久
守
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ

て
以
降
、
支
障
が
あ
る
久
守
の
代
役
を
務
め
る
以
外
、
言
国
の
担
当
が
ほ
ぼ
み
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ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
宮
中
で
「
た
て
は
な
」
を
活
け
る
役
目
を
、
久

守
が
言
国
か
ら
受
け
継
い
だ
と
い
え
る
。
久
守
の
作
品
が
言
国
の
も
の
の
代
わ

り
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
山
科
家
の
当
主
と
そ
の
従
者
と
い
う
、
山
科
家
内

の
二
人
が
活
け
る
「
た
て
は
な
」
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
花
材
の
使
い
方
や
構

成
に
は
共
通
点
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
か
れ
ら
の
「
た
て
は
な
」
が
近
似
し
て
い

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、『
山
科
家
礼
記
』
に
記
さ
れ
る

久
守
の
「
た
て
は
な
」
の
花
材
や
構
成
を
基
に
、
言
国
の
「
た
て
は
な
」
を
想

像
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

大
井
ミ
ノ
ブ
氏
に
よ
る
と
、
久
守
が
宮
中
へ
活
け
た
回
数
は
、
文
明
十
八
年

（
一
四
八
六
）、
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）、
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）・
三
年

（
一
四
九
一
）・
四
年
（
一
四
九
二
）
の
五
年
間
で
六
十
三
件
に
の
ぼ
り
、
そ
の

う
ち
花
材
や
簡
単
な
構
成
に
つ
い
て
の
情
報
を
含
む
も
の
が
四
十
三
件
あ
る
と

い
う
。
全
体
を
紹
介
す
る
の
は
別
の
機
会
と
し
、
こ
こ
で
は
一
事
例
を
挙
げ
る

に
留
め
る
。

　

一
、�

禁
裏
花
ニ
予
参
候
、
御
学
文
所
棚
上
、
心
ヒ
ハ
、
右
梅
、
前
杉
、
ヒ

ヤ
ク
シ
ユ
ン
、
下
草
、
御
前
花
心
松
、
左
前
又
小
松
、
右
ワ
ウ
ハ

イ
・
せ
ン
マ
イ
、
左
キ
ン
せ
ン
ク
ワ
、
黒
戸
心
梅
カ
フ
、
左
前
ヒ
ノ

キ
、
前
ス
イ
せ
ン
花
、
葉
三
、
其
左
フ
キ
ノ
タ
ウ
・
キ
ン
セ
ン
ク

ワ
、
小
御
所
心
松
、
左
松
カ
フ
、
枝
ナ
カ
ク
出
之
、
右
紅
梅
、
枝
下

フ
キ
ノ
タ
ウ
、
キ
ン
せ
ン
花
、
ア
カ
ミ
ト
リ
下
草
、
御
扇
被
下
候

也
、（
長
享
二
年
〔
一
四
八
八
〕
一
月
十
日
条
）

（
22
）

「
た
て
は
な
」
を
構
成
す
る
複
数
の
花
材
は
、
そ
の
役
割
や
位
置
に
由
来
す

る
と
思
わ
れ
る
名
称
〔「
心
」（
中
心
と
な
る
も
の
）、「
右
」、「
左
」、「
前
」、

「
左
前
」、「
下
草
」〕
が
、
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
花
材
そ
れ
ぞ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
役
割
が
与
え
ら
れ
、「
心
」
を
中
心
に
、
前
後
・
左
右
・
上
下

に
配
さ
れ
「
た
て
は
な
」
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
既
に
こ
の
時
点
で
、

花
型
や
「
役
枝
」
な
ど
の
「
た
て
は
な
」
の
基
本
的
な
概
念
が
考
案
さ
れ
、

「
た
て
は
な
」
の
様
式
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
久

守
ら
活
け
手
は
、
そ
の
様
式
が
定
め
る
規
式
に
基
づ
い
て
活
け
た
と
判
断
で
き

る
の
で
あ
る
。

各
「
役
枝
」
に
ふ
さ
わ
し
い
花
材
に
、
桧
葉
、
梅
、
杉
、「
ヒ
ヤ
ク
シ
ユ
ン
」

（
不
明
）、
松
、
小
松
、「
ワ
ウ
ハ
イ
」（
不
明
）、「
せ
ん
ま
い
」（
薇
）、「
き
ん
せ

ん
く
わ
」（
金
盞
花
）、「
う
め
か
ふ
」（
梅
の
株
）、
ひ
の
き
（
桧
）、
水
仙
花
、

葉
三
（
不
明
。
葉
が
三
枚
カ
）、「
ふ
き
の
と
う
」（
蕗
の
薹
）、「
松
カ
フ
」（
松

の
株
）、
紅
梅
、「
あ
か
み
と
り
」（
不
明
）
が
選
ば
れ
、
久
守
の
作
品
を
構
成

し
た
こ
と
が
分
か
る
。
言
国
の
宮
中
「
た
て
は
な
」
も
、
久
守
の
も
の
と
同
様

に
当
時
の
様
式
が
定
め
る
規
式
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、『
山
科
家
礼
記
』
の
比
較
的
詳
し
い
記
述
を
し
て
も
、
言

国
の
草
花
作
品
の
様
子
を
絵
図
を
見
る
よ
う
に
具
体
的
に
は
想
像
で
き
な
い
。

そ
こ
で
次
に
、
同
時
期
（
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
）
の
制
作
と
さ
れ
る
絵
画

資
料
に
見
え
る
草
花
作
品
の
描
写
に
手
掛
か
り
を
求
め
る
。
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は
幕
府
の
有
力
武
士
の
邸
に
お
け
る
「
七
夕
花
会
」
を
描
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
花
器
に
注
目
す
る
と
、
盤
の
よ
う
な
広
口
の
も
の
は
な

く
、
全
て
細
口
の
土
拍
子
口
で
首
の
締
ま
っ
た
瓶
で
あ
る
。
茎
や
幹
を
た
め
る

（
し
な
ら
せ
る
）
に
は
限
界
が
あ
り
、
前
後
左
右
に
花
材
を
張
り
出
さ
せ
る
の

が
限
ら
れ
る
。
外
観
に
変
化
を
つ
け
ら
れ
る
技
巧
は
、
花
材
に
高
低
差
を
つ
け

る
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
こ
で

は
使
用
花
材
が
仙
翁
花
一
種
の
み
に
見
え

る
が
、
一
種
の
作
品
に
、
各
「
役
枝
」
に

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
植
物
が
用
い
ら
れ
る

と
い
う
「
役
枝
」
の
基
本
的
な
概
念
を
当

て
は
め
る
の
は
難
し
い
。
よ
っ
て
、『
祭

礼
草
紙
』
に
見
え
る
単
純
な
草
花
作
品
か

ら
、
多
種
類
の
花
材
を
用
い
て
複
雑
に
構

成
さ
れ
た
言
国
の
「
た
て
は
な
」
を
想
像

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

ｃ 　
『
慕
帰
絵
詞
』
に
み
る
「
た
て
は

な
」
の
形

『
慕
帰
絵
詞
』
に
つ
い
て
は
五
場
面
の

草
花
作
品
を
、『
い
け
ば
な
美
術
全
集
』

第
一
巻
が
挙
げ
る
。
こ
の
う
ち
三
場
面

（
巻
十
第
二
段
【
図
２
】・
巻
五
第
三
段

（
25
）

（
26
）

ｂ 　
『
祭
礼
草
紙
』
に
み
る
「
た
て

は
な
」
の
形

『
い
け
ば
な
美
術
全
集
』
第
一
巻
が
、

「
い
け
ば
な
」
の
源
流
か
ら
「
た
て
は

な
」
成
立
期
ま
で
の
、
絵
画
資
料
に
見

ら
れ
る
草
花
作
品
の
描
写
を
網
羅
的
に

掲
載
す
る
。�

山
科
言
国
や
大
沢
久
守
が
宮
中
の

「
た
て
は
な
」
を
担
当
し
た
時
期
を
お

お
よ
そ
十
五
世
紀
後
半
と
す
る
と
、
そ

の
頃
に
制
作
さ
れ
た
絵
画
資
料
で
は
、

『
祭
礼
草
紙
』（
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
初
成
立
、
前
田
育
徳
会
蔵
）
と

『
慕
帰
絵
詞
』（『
慕
帰
絵
』
と
も
い
う
。
一
三
五
一
年
成
立
、
一
・
七
巻
の
み

一
四
八
二
年
の
補
作
、
西
本
願
寺
蔵
）
に
草
花
作
品
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
祭
礼
草
紙
』
に
は
、
巻
頭
近
く
に
「
花
合
」
会
場
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ

る
場
面
が
あ
る
。【
図
１
】
山
根
有
三
氏
は
、
こ
の
「
花
合
」
場
面
を
詳
述
す

る
と
と
も
に
、「
七
夕
法
楽
の
花
座
敷
の
実
相
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
伏
見

宮
家
に
お
い
て
毎
年
恒
例
で
あ
っ
た
七
夕
「
花
合
」
に
つ
い
て
記
す
『
看
聞
日

記
』
の
記
録
期
間
と
、
こ
の
絵
巻
の
成
立
時
期
に
は
重
な
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
絵
巻
は
当
時
流
行
し
て
い
た
七
夕
「
花
合
」
を
実
写
し
た
可
能
性
が
高

い
。
ま
た
絵
巻
の
描
写
は
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
足
利
将
軍
家
あ
る
い

（
23
）

（
24
）

図１　『祭礼草紙』（部分）

図２　『慕帰絵詞』巻10第２段図３　『慕帰絵詞』巻５第３段
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【
図
３
】・
巻
九
第
二
段
【
図
４
】）
の
草

花
作
品
は
、
い
ず
れ
も
座
敷
の
机
上
に
据

え
ら
れ
た
一
対
の
供
花
で
、
松
ら
し
き
枝

ぶ
り
の
よ
い
常
緑
樹
一
枝
あ
る
い
は
樒

ら
し
き
広
葉
樹
が
活
け
ら
れ
る
。
一
場

面
（
巻
八
第
三
段
）【
図
５
】
は
三
具
足

の
な
か
の
桜
一
枝
の
瓶
花
で
あ
る
。
供
花

も
桜
一
瓶
も
同
様
に
花
材
一
種
の
み
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
言
国
の
「
た
て
は
な
」

を
想
像
す
る
参
考
に
は
な
り
難
い
。
一
枝

だ
け
で
活
け
る
場
合
に
活
け
手
が
で
き
る

の
は
、
枝
ぶ
り
を
選
び
向
き
を
吟
味
し
て

正
面
を
決
め
る
程
度
で
、
技
巧
を
加
え
得

る
余
地
が
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一

枝
や
花
材
一
種
で
活
け
ら
れ
て
い
た
時
期

で
は
、
活
け
る
技
術
の
進
歩
は
遅
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
翻
っ
て
、
一

作
品
へ
の
多
種
花
材
の
使
用
が
「
役
枝
」
概
念
の
案
出
を
促
し
、「
た
て
は
な
」

創
出
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
。

補
作
巻
の
一
場
面
（
巻
一
第
三
段
）【
図
６
】
に
見
ら
れ
る
、
座
敷
飾
り
と

し
て
押
板
の
上
に
置
か
れ
た
草
花
作
品
は
、
他
よ
り
は
言
国
作
品
に
近
づ
い
た

よ
う
に
見
え
る
。
残
念
な
が
ら
描
写
が
曖

昧
で
花
材
は
特
定
で
き
ず
、「
役
枝
」
な

ど
の
構
成
も
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
赤
と
白

の
花
を
つ
け
た
楕
円
形
の
葉
を
持
つ
も
の

を
「
役
枝
」
の
「
心
」
と
し
、「
針
形
」

の
葉
の
「
葉
物
」
を
「
下
草
」
と
し
た
構

成
の
よ
う
に
み
え
る
。
当
初
巻
の
も
の
よ

り
は
言
国
の
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
と
い

え
る
が
、
ま
だ
不
足
で
あ
る
。

こ
こ
で
検
証
し
た
両
絵
巻
に
見
ら
れ
る
草
花
作
品
は
、
言
国
の
作
品
を
想
像

す
る
に
は
単
純
す
ぎ
る
。
多
種
花
材
の
使
用
や
多
数
の
役
枝
が
想
定
さ
れ
る
言

国
の
「
た
て
は
な
」
は
、
当
時
と
し
て
は
先
進
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ｄ　

伝
書
に
み
る
「
た
て
は
な
」
の
形

文
献
記
録
や
絵
巻
の
ほ
か
に
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
史
料
と
し
て
、
室
町
時

代
成
立
を
謳
う
「
た
て
は
な
」
伝
書
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
「
た
て
は
な
」

の
挿
図
を
掲
載
し
て
お
り
、
戦
国
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
成
立
す
る
複
雑
な
構

造
を
も
つ
立
花
（
り
っ
か
）
を
彷
彿
さ
せ
る
挿
図
も
含
む
。
久
守
や
言
国
の

「
た
て
は
な
」
は
、
構
造
的
に
は
そ
の
挿
図
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
山

根
有
三
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
に
は
摸
本
が
多
く
仮
託
本
の
可
能
性

も
疑
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
採
用
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
な
資
料
批
判
を
要
す
る
。�

こ
こ
で
は
、
該
当
す
る
も
の
と
し
て
『
花
王
以
来
の
花
伝
書
』（
明
応
八
年 （

27
）

図４　『慕帰絵詞』巻９第２段

図６　『慕帰絵詞』巻１第３段

図５　『慕帰絵詞』巻８第３段
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〔
一
四
九
九
〕
成
立
と
さ
れ
る
。）、『
仙
伝
抄
』（
成
立
年
不
明
、
古
式
の
内
容

が
多
い
。）、『
君
台
観
左
右
帳
記
』（
一
五
〇
〇
年
前
後
成
立
と
さ
れ
る
。）、

『
御
飾
書
』（
別
名
『
東
山
殿
荘
之
書
』。
一
五
二
三
年
成
立
と
さ
れ
る
。）
の
名

を
示
す
に
止
め
、
そ
の
検
討
は
今
後
と
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

宮
中
に
お
い
て
初
め
て
「
た
て
は
な
」
が
見
ら
れ
た
の
は
、
七
夕
「
花
合
」

が
宮
中
で
催
さ
れ
始
め
た
時
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
室
町
幕
府
三
代
将
軍
義
満

の
在
任
期
間
に
、
武
家
主
導
で
始
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
七
夕
「
花
合
」
が
宮

中
に
及
ん
だ
。
し
か
し
、
七
夕
で
の
「
た
て
は
な
」
は
、
年
一
度
の
節
句
祭
礼

へ
の
献
上
品
で
あ
り
、
特
別
な
祭
礼
用
具
で
あ
っ
て
、
日
常
的
に
見
ら
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。「
た
て
は
な
」
が
宮
中
で
日
常
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
、
後
の
応
仁
の
乱
の
さ
な
か
と
思
わ
れ
る
。

応
仁
の
乱
中
、
後
土
御
門
天
皇
は
八
代
将
軍
義
政
邸
で
あ
る
室
町
殿
に
避
難

し
て
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
一
月
十
八
日
か
ら
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）

十
一
月
十
三
日
ま
で
の
十
年
間
を
暮
ら
し
た
。
室
町
殿
の
殿
舎
に
は
、
仮
御
所

と
な
っ
た
寝
殿
や
会
所
も
含
め
押
板
や
棚
、
付
書
院
が
備
え
ら
れ
て
お
り
、
そ

こ
に
は
同
朋
衆
ら
に
よ
る
「
た
て
は
な
」
が
飾
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

天
皇
は
そ
れ
を
日
常
的
に
目
に
し
て
、「
た
て
は
な
」
に
馴
れ
親
し
ん
だ
と
思

わ
れ
る
。

や
が
て
、
天
皇
は
心
得
の
あ
っ
た
言
国
に
命
じ
て
、「
持
仏
堂
」
や
「
御
書

院
」
な
ど
に
「
た
て
は
な
」
を
活
け
さ
せ
る
に
至
っ
た
。「
持
仏
堂
」
に
は
供

花
と
し
て
の
意
味
も
持
つ
、「
御
書
院
」
に
は
雅
楽
演
奏
会
な
ど
の
室
礼
と
し

て
の
意
味
が
う
か
が
え
る
「
た
て
は
な
」
も
見
ら
れ
た
。

応
仁
の
乱
終
結
を
受
け
て
室
町
殿
か
ら
内
裏
へ
還
御
し
た
天
皇
は
、
避
難
前

に
は
飾
る
習
慣
の
無
か
っ
た
「
た
て
は
な
」
を
、
言
国
ら
に
命
じ
て
小
御
所
・

御
学
問
所
・
議
定
所
に
活
け
さ
せ
て
い
る
。
小
御
所
の
「
上
段
の
間
」
に
は

「
押
板
」
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
「
た
て
は
な
」
が
飾
ら
れ
た
。
還
御
前
の
修

築
時
か
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
、
小
御
所
や
学
問
所
、
議
定
所
へ
書
院
造
が
導

入
さ
れ
、
棚
や
押
板
等
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
還
御
後
、
勅
命
に
よ
り
そ
こ
に

「
た
て
は
な
」
が
飾
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宮
中
の
「
た
て
は

な
」
に
は
、
雅
楽
演
奏
会
や
連
歌
会
を
始
め
と
す
る
儀
式
や
行
事
の
室
礼
の
た

め
と
い
う
、
明
確
な
目
的
が
読
み
取
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
公
的
あ
る
い
は
私

的
な
儀
式
や
行
事
を
遂
行
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
天
皇
家
の
日
常
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
当
時
、
そ
の
室
礼
に
必
要
と
さ
れ
た
「
た
て
は
な
」
が
、
天
皇
家
に

と
っ
て
、
よ
り
身
近
で
重
要
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

『
言
国
卿
記
』
に
み
え
る
経
過
か
ら
判
断
す
る
と
、
天
皇
家
の
「
た
て
は
な
」

導
入
は
、
後
に
室
町
文
化
と
総
称
さ
れ
る
も
の
へ
結
実
す
る
文
化
的
な
環
境
変

化
や
、
幕
府
の
圧
倒
的
優
勢
と
い
う
公
武
関
係
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も

の
と
言
え
る
。
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
優
位
な
武
家
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
て

い
た
宮
廷
が
、
武
家
文
化
の
習
俗
で
あ
る
、
日
常
的
な
室
礼
と
し
て
の
「
た
て
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は
な
」
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
導
入
の
契
機
と
し
て
次
の
二
点
を
指

摘
し
た
い
。

　

①�
後
土
御
門
天
皇
が
、
応
仁
の
乱
か
ら
の
避
難
先
と
な
っ
た
室
町
殿
な
ど

に
お
い
て
、
書
院
造
の
押
板
（
床
）
や
棚
あ
る
い
は
付
書
院
な
ど
に

飾
ら
れ
た
「
た
て
は
な
」
に
馴
れ
親
し
み
、「
た
て
は
な
」
を
好
む
に

至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

　

②�

室
町
幕
府
主
導
で
建
設
及
び
修
築
さ
れ
た
内
裏
に
書
院
造
が
導
入
さ

れ
、
そ
の
床
や
棚
な
ど
へ
置
き
飾
る
装
飾
物
と
し
て
「
た
て
は
な
」
が

採
用
さ
れ
た
こ
と
。　

本
稿
で
は
紙
数
が
足
ら
ず
掲
載
で
き
な
か
っ
た
、『
言
国
卿
記
』
に
お
け
る

「
御
学
問
所
」「
議
定
所
」「
常
御
所
」「
黒
戸
御
所
」
の
「
た
て
は
な
」
の
検
証

は
、
稿
を
改
め
提
示
し
た
い
。

ま
た
、『
言
国
卿
記
』
か
ら
は
う
か
が
え
な
か
っ
た
言
国
の
宮
中
「
た
て
は

な
」
の
具
体
像
を
、
他
の
文
献
史
料
や
絵
画
資
料
に
探
っ
た
。『
山
科
家
礼
記
』

か
ら
、
言
国
の
「
た
て
は
な
」
が
大
沢
久
守
の
も
の
と
同
様
に
、
多
種
の
「
花

材
」
を
用
い
て
複
数
の
「
役
枝
」
で
構
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
た
が
、
そ
の
記
述
か
ら
は
、
図
像
を
見
る
よ
う
に
様
相
を
復
元
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
成
立
と
さ
れ
る
『
祭
礼
草

紙
』
と
『
慕
帰
絵
詞
』
に
描
か
れ
た
草
花
作
品
は
言
国
の
「
た
て
は
な
」
と
は

異
な
り
、
多
く
が
供
花
で
あ
り
、
か
つ
花
材
一
種
類
で
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。「
心
」
と
「
下
草
」
の
役
枝
が
読
み
取
れ
た
わ
ず
か
一
例
も
、
言
国
の

「
た
て
は
な
」
の
具
体
を
想
像
す
る
に
は
単
純
す
ぎ
不
十
分
で
あ
っ
た
。

『
花
王
以
来
の
花
伝
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
室
町
時
代
成
立
を
謳
う
「
花

伝
書
」
の
挿
図
か
ら
の
検
討
は
、
慎
重
な
史
料
批
判
を
前
提
と
し
て
、
将
来
の

課
題
と
し
た
い
。

�

（
い
し
ば
し
・
け
ん
た
ろ
う
／
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
）

註（１
）　

観
賞
用
の
草
花
作
品
に
つ
い
て
、
全
時
代
を
通
し
て
の
総
称
と
し
て
、
本
稿
で

は
「
い
け
ば
な
」
と
称
す
る
。
こ
の
名
称
に
は
時
代
的
変
遷
が
み
ら
れ
、
室
町
期

に
「
た
て
は
な
」
が
現
れ
、
戦
国
期
に
立
花
（
り
っ
か
）
と
な
り
、
江
戸
期
以
降

に
「
い
け
ば
な
」（
生
け
花
、
活
花
）「
挿
花
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ

が
様
式
を
成
立
さ
せ
た
。

（
２
）　

西
堀
一
三
『
日
本
花
道
史
』
創
元
社
一
九
四
二

（
３
）　

湯
川
制
『
華
道
史
』
至
文
堂
一
九
四
二

（
４
）　

大
井
ミ
ノ
ブ
『
い
け
ば
な
史
論
考
』
東
京
堂
出
版
一
九
九
七

（
５
）　

山
根
有
三
『
花
道
史
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
一
九
九
六

（
６
）　

村
井
康
彦
『
花
と
茶
の
世
界
』
三
一
書
房
一
九
九
〇

（
７
）　

小
林
善
帆
『
花
の
成
立
と
展
開
』
和
泉
書
院
二
〇
〇
八

（
８
）　

大
井
ミ
ノ
ブ
「
宮
廷
立
花
の
系
譜
と
池
坊
と
の
関
係
」『
い
け
ば
な
史
論
考
』
東

京
堂
出
版
一
九
九
七

（
９
）　

山
科
言
国
が
残
し
た
日
記
。
著
者
山
科
言
国
（
一
四
二
五
～
一
五
○
三
）
は
、

室
町
時
代
中
期
の
山
科
家
の
当
主
で
、
内
蔵
頭
、
右
権
中
将
、
参
議
等
を
経
て
従

二
位
権
中
納
言
に
至
っ
て
い
る
。
山
科
家
は
代
々
近
衛
府
の
少
・
中
将
を
経
て
大

納
言
に
至
る
の
を
例
と
し
、
南
北
朝
期
か
ら
内
蔵
頭
を
世
襲
し
た
。
ま
た
室
町
期

か
ら
は
、
四
条
家
と
並
ん
で
朝
廷
の
楽
所
別
当
を
務
め
、
管
絃
を
家
職
と
し
、
殊

に
笙
に
秀
で
て
い
た
。
加
え
て
、
装
束
・
衣
紋
を
も
司
り
、
有
職
故
実
を
家
業
と

し
た
。
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
か
ら
文
亀
二
年
（
一
五
〇
一
）
の
間
の
十
一
ヵ

年
分
で
、
欠
期
間
が
あ
る
こ
と
は
留
意
を
要
す
る
。
本
稿
は
、
豊
田
武
・
田
沼
睦
・



『言国卿記』にみる、宮中の「たてはな」受容とその実態  
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飯
倉
晴
武
校
訂
『
言
国
卿
記
』（「
史
料
纂
集
」
所
収
、
八
木
書
店
、
一
九
六
九
）

を
基
と
し
た
。
な
お
『
言
国
卿
記
』（「
史
料
纂
集
」
所
収
）
は
、
宮
内
庁
書
陵
部

と
京
都
大
学
所
蔵
の
自
筆
本
等
を
底
本
と
す
る
。
基
本
的
に
、
直
す
こ
と
が
可
能

な
旧
字
は
新
字
と
し
た
。
ち
な
み
に
、
自
筆
本
と
は
別
に
、
宮
内
庁
図
書
寮
文
庫

が
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
の
柳
原
紀
光
に
よ
る
写
本
（
柳
原
本
）
を
所
蔵
す
る
。

そ
の
記
述
量
は
自
筆
本
よ
り
か
な
り
少
な
く
、
内
容
に
も
相
違
が
み
ら
れ
る
。
ま

た
草
花
作
品
に
関
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
10
）　

山
科
家
家
司
の
日
記
。
現
在
、
応
永
十
九
年
（
一
四
一
二
）
か
ら
明
応
元
年
（
一

四
九
二
）
の
間
の
十
六
ヵ
年
分
が
あ
る
。
記
者
は
大
沢
久
守
（
長
門
守
）
と
大
沢

重
胤
（
兵
衛
尉
）
で
、
不
明
部
分
も
あ
る
。
文
明
十
八
年
記
を
除
い
て
宮
内
庁
書

陵
部
の
所
蔵
で
あ
る
。『
史
料
纂
集
』
に
収
め
て
翻
刻
さ
れ
て
お
り
（
続
群
書
類
従

完
成
会
編
、
史
料
纂
集
所
収
、
一
九
六
七
～
七
三
）、
本
稿
も
こ
れ
に
よ
る
。

（
11
）　

井
上
治
『
花
道
の
思
想
』
思
文
閣
出
版
二
〇
一
六

（
12
）　

鈴
木
栄
子
『
い
け
ば
な
に
み
る
日
本
文
化
』
思
文
閣
出
版
二
〇
一
一

（
13
）　
「
か
く
て
、「
迎
陽
記
」
に
み
ら
れ
る
「
物
合
」
形
式
か
ら
、
花
が
陳
列
の
よ
う

に
美
し
く
飾
ら
れ
た
七
夕
花
合
に
発
展
す
る
に
及
ん
で
、
草
花
が
一
般
の
関
心
を

よ
び
、
つ
い
に
そ
の
技
を
競
う
た
め
に
、
自
然
と
花
の
立
て
方
に
工
夫
が
こ
ら
さ

れ
て
き
た
。
七
夕
法
楽
花
合
に
至
っ
て
、
仏
教
的
行
事
か
ら
は
な
れ
て
、
花
を
中

心
と
し
た
年
中
行
事
の
ご
と
く
、
も
よ
お
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
草
花
の

工
夫
が
一
段
と
進
歩
し
、
更
に
、
装
飾
的
な
発
展
を
と
げ
た
た
め
で
、
こ
こ
に
立

花
成
立
の
基
盤
が
つ
ち
か
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。」
大
井
ミ
ノ
ブ

「
中
世
に
お
け
る
立
花
成
立
の
基
盤
」『
い
け
ば
な
史
論
考
』
東
京
堂
出
版
一
九
九

七
、
三
七
頁

（
14
）　
『
群
書
類
従
』
第
二
十
二
輯
武
家
部
所
収

（
15
）　

池
田
道
人
「
南
北
朝
、
室
町
期
に
お
け
る
場
の
使
用
形
態
と
会
所
の
形
成
」『
日

本
歴
史
』
二
九
五
号
一
九
七
二

（
16
）　

文
明
十
年
一
月
九
日
、
同
年
一
月
二
十
四
日
、
同
年
二
月
二
十
日
、
同
年
二
月

二
十
二
日
、
同
年
三
月
七
日
、
同
年
四
月
二
十
二
日
、
同
年
四
月
二
十
八
日
、
同

年
六
月
九
日
、
同
年
七
月
二
十
四
日
、
同
年
七
月
二
十
八
日
、
同
年
八
月
三
日
、

同
年
八
月
二
十
三
日
、
同
年
九
月
二
十
四
日
、
同
年
十
月
二
十
九
日
。

（
17
）　

明
応
二
年
六
月
十
二
日
条
、
同
年
六
月
二
十
二
日
条
、
同
年
六
月
二
十
四
日
条
、

同
年
七
月
十
一
日
条
、
同
年
七
月
二
十
三
日
条
、
明
応
三
年
七
月
三
日
条
、
同
年

七
月
九
日
条
、
明
応
四
年
四
月
二
十
三
日
条
、
同
年
五
月
九
日
条
、
同
年
七
月
十

九
日
条
、
同
年
九
月
十
五
日
条
、
同
年
十
月
九
日
条
、
明
応
七
年
四
月
十
六
日
条
、

明
応
十
四
年
七
月
七
日
条
。

（
18
）　

諸
説
を
比
較
分
析
し
た
建
築
史
学
者
の
太
田
博
太
郎
氏
は
、『
岩
波
古
語
辞
典
』

で
も
「
と
こ
」
の
語
義
を
「
高
く
盛
り
上
が
っ
た
平
ら
な
区
域
」
と
し
て
お
り
、

「
上
段
の
間
」・「
仏
壇
」・「
押
板
」
の
三
者
と
も
、
一
段
高
く
な
っ
て
上
が
平
ら
な

も
の
を
「
と
こ
」
と
し
て
い
る
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
「
床
の
間
」

を
上
段
と
解
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。（
太
田
博
太
郎
『
床
の
間
』
岩
波
新
書
一

九
七
八
、
一
三
三
頁
）
こ
の
上
段
が
変
化
発
展
し
て
、
後
の
床
（
床
の
間
）
に
な
っ

た
と
す
る
説
が
あ
る
。「
た
て
は
な
」
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
誤
認
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

（
19
）　

太
田
博
太
郎
『
床
の
間
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
八
、
二
三
頁

（
20
）　
『
山
科
家
礼
記
』
を
基
に
大
沢
久
守
に
よ
る
「
た
て
は
な
」
を
取
り
上
げ
た
著
作

に
は
、
大
井
ミ
ノ
ブ
の
（
４
）
の
書
、
小
林
善
帆
の
（
７
）
の
書
が
あ
る
。

（
21
）　
『
仙
伝
抄
』（『
花
道
古
書
集
成
』
第
一
巻
、
思
文
閣
、
一
九
三
一
）
の
ほ
か
、『
花

王
以
来
の
花
伝
書
』（『
言
国
卿
記
』
の
記
録
期
間
と
同
時
期
の
成
立
を
謳
う
。
池

坊
総
務
所
蔵
）
な
ど
が
「
連
歌
の
花
」
を
掲
載
す
る
。

（
22
）　
（
８
）
書
一
五
二
頁
、
残
念
な
が
ら
大
井
氏
は
表
を
添
付
せ
ず
、
ま
た
年
月
日
条

も
示
し
て
い
な
い
。
鈴
木
栄
子
氏
が
著
書
巻
末
に
『
山
科
家
礼
記
』
花
関
連
事
項

表
を
掲
載
す
る
。
再
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
23
）　

林
屋
辰
三
郎
編
『
い
け
ば
な
美
術
全
集
』
第
一
巻
、
集
英
社
、
一
九
八
二

（
24
）　
（
23
）
書
、
一
五
九
頁

（
25
）　

絵
巻
場
面
に
描
か
れ
た
座
敷
の
様
式
は
典
型
的
な
書
院
造
で
、
総
畳
敷
き
に
押

板
や
違
棚
、
付
書
院
を
備
え
て
お
り
、
宮
邸
と
は
異
な
る
。
ま
た
花
を
運
ぶ
男
は

法
体
に
袴
を
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
朋
衆
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
面
に
描
か
れ
た
の
は
、
宮
中
や
宮
邸
、
公
家

邸
の
様
子
で
は
な
か
ろ
う
。

（
26
）　
（
23
）
書
、
六
六
～
七
一
頁

（
27
）　

山
根
有
三
「
た
て
花
概
論
―
い
け
ば
な
の
確
立
と
展
開
」
山
根
有
三
編
『
い
け

ば
な
美
術
全
集
』
第
二
巻
、
集
英
社
、
一
九
八
五
、
一
一
四
頁




